
社会福祉法人神川町社会福祉協議会ホームページ管理運営要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、社会福祉法人神川町社会福祉協議会（以下「本会」という。）

が開設しているホームページの適正な利活用の推進のため、ホームページの管

理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（基本方針） 

第２条 本会は地域福祉事業を推進するため、ホームページを活用して町内外へ

広く情報を発信していくとともに、町民の方にホームページを繰り返し利用し

てもらえるよう、町民が必要としている身近な情報を可能な限り、より早く、

より多く提供していくものとし、積極的に本会の情報公開や、新しいサービス

の開発、提供に努めるものとする。また、町民の地域福祉事業への参画を推進

するため、Eメールを利用し町民からの意見、提案等の聴取に努めるものとする。 

（ホームページの管理運営） 

第３条 本会のホームページは本会事務局長を管理者とする。 

２ ホームページへの新規情報の掲載、情報の追加、情報の修正及び情報の削除

等（以下「ホームページ更新等」という。）を行う運営担当者を置くものとす

る。 

（掲載情報の管理責務） 

第４条 ホームページに掲載する情報は、町民の必要としている身近な情報をよ

り早くより多く伝えることを基本方針とするため、情報の提供元である本会各

業務担当者及び各介護保険事業所管理者（以下「業務担当者」という。）に管

理責任があるものとし、その情報について常に最新の状態に保つよう努めなけ

ればならない。また、ホームページへ掲載したことをもって全町民に周知した

ものとみなしてはならない。 

２ ホームページ管理者と業務担当者は、ホームページに掲載した内容について

不都合がないよう定期的にその内容を確認しなければならない。 

（ホームページ更新等） 

第５条 ホームページ管理者と業務担当者は、基本方針によりホームページ更新



等を積極的に行わなければならない。 

（ホームページ更新等の手順） 

第６条 ホームページ更新等は、別記様式により次の手順により行うものとする。 

（１）ホームページ更新等を希望する業務担当者は、自ら原稿を作成するものと

する。 

（２）作成した原稿を運営担当者に提出し、管理者の決裁を受けるものとする。

ただし、管理者が本会の重要事項と判断した場合は本会会長の決裁を受ける

ものとする。 

（３）掲載についての詳細は、運営担当者とホームページ更新等を希望する業務

担当者が協力して行うものとする。 

（情報の制限） 

第７条 次のいずれかに該当する情報は、ホームページに掲載することはできな

い。 

（１）政治活動、宗教活動となる情報 

（２）個人に関する情報 

（３）公共性及び公益性を損なう恐れがある情報 

（４）その他、本会会長が適当でないと判断した情報 

（情報掲載に当たっての留意点） 

第８条 業務担当者は、ホームページに情報を掲載する場合はプライバシーの保

護に十分留意しなければならない。また、自ら作成したものでない文書、写真、

図面、音楽、動画等の表現物を掲載する場合には、当該表現物の著作権につい

て十分留意しなければならない。 

（Eメールの処理） 

第９条 Eメールにより受信した意見、提案等は速やかに本会会長に報告するとと

もに、回答が必要な場合は速やかに処理をしなければならない。 

２ Eメールの処理に関する必要事項は、別に定める。 

（リンクの設定） 

第１０条 本会のホームページは、町民のための有益な情報を提供するため、次

のいずれかに該当する他のホームページとリンクを設定することができる。 



（１）官公庁 

（２）官公庁以外の公共機関 

（３）公共的団体 

（４）団体、個人を問わず、その情報が町民にとって有益であると認めるもの 

（５）その他本会会長が認めるもの 

（他のホームページからのリンク依頼） 

第１１条 他のホームページから本会のホームページへのリンクは、依頼先のホ

ームページが公序良俗に反していない限り原則として自由とする。ただし、リ

ンクを設定する場合は、ホームページの名称、URL、メールアドレス、内容、管

理者名について通知をさせるものとし、リンクを貼る場所をトップページに限

定する。また、相互リンクの依頼を受けた場合は、前条の基準により判断し、

リンクの設定後に適切でないと判断した場合は、断りなしにリンクの設定を解

除できるものとする。 

（引用と転載） 

第１２条 本会のホームページで公開した情報の引用及び転載は、その出典を明

示することで自由とする。ただし、写真、図面、音楽、動画等の表現物は引用

及び転載を認めないものとする。 

（その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、ホームページの管理運営上必要な事項

は、本会会長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成２８年７月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式（第６条関係） 

 

                             年  月  日 

 

   管 理 者  様 

 

                    職名・氏名           ㊞ 

 

  ホームページ更新等について、別紙及び以下のとおり更新等をお願いします。 

 

更 新 内 容 
情報の新規掲載   情報の追加・修正   情報の削除 

（リンク集） 

情 報 名 

 

 

 

掲 載 期 間 

 （掲載開始日）          （削除日） 

     年  月  日 ～    年  月  日 

   

添 付 書 類  別紙原稿   枚 ・ 写真  枚 ・ その他（    ） 

情 報 の 内 容 

 

 

 

担 当 者 名  

 

受 付 年 月 日 処 理 年 月 日 

  年  月  日   年  月  日 

処理欄 

会長 常務理事 事務局長 運営担当者 

    

 

 


